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1． 用語の定義 

この選択約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。 

（１）「主契約」とは、この選択約款の対象となる選択約款で規定するガス需給契約もしく

はガス小売供給約款で規定するガス使用契約をいいます。 

（２）その他の用語については、主契約の用語の定義のとおりといたします。 

 

２． 付帯契約の種別 

   付帯契約の種別（以下「割引種別」という。）は、次のとおりといたします。 

① 移住者応援割引Ａ（持ち家用） 

② 移住者応援割引Ｂ（賃貸住宅用） 

 

３． 適用条件 

この選択約款は、次の条件を満たし、２０２０年４月１日以降に釜石市に転入し、申

し込み時点で就業しており、３年以上釜石市に居住する意思のあるお客さまが、この選

択約款の適用を希望される場合に適用いたします。ただし、他の付帯契約との併用はで

きません。 

（１） 適用地点群は、次の通りといたします。 

・大畑団地 

（２）主契約として、当社の定める約款（別表第１）にもとづく契約を締結すること。 

（３）上記主契約にもとづく料金を口座振替またはクレジットカード払いによりお支払に 

なること。 

（４）移住者応援割引Ａ（持ち家用）は、釜石市に転入したお客さまが、住宅を新築・購

入（中古物件を含む）または持ち家(※1)をリフォーム・増改築して居住し、釜石市から

「釜石市ライフデザインＵ・Ｉターン補助金」・「釜石市移住支援金」のいずれかを交

付されていること。 

（※１）転入するお客さま、またはその３親等以内の親族が所有する住宅 

（５）移住者応援割引Ｂ（賃貸住宅用）は、釜石市に転入したお客さまが、当社がガスを

供給する賃貸住宅に居住(※2)し、釜石市から「釜石市ライフデザインＵ・Ｉターン補助

金」・「釜石市移住支援金」・「釜石市福祉人材確保型定住奨励金」のいずれかを交付さ

れていること。 

（※２）転勤による転入は除きます。 

４．契約の締結及び契約期間  

（１）この選択約款に基づく契約の締結を希望されるお客さまは、当社が定める申込方法

により、当社に申し込んでいただきます。また、割引種別を変更しようとするときも

同様といたします。 
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（２）この選択約款に関する契約は、当社が申し込みを承諾した日（以下「契約成立日」

といいます。）に成立いたします。 

（３）契約期間は、契約成立日以降最初の定例検針日（契約成立日と定例検針日が同日の

場合を含みます。）の翌日（以下「適用開始日」といいます。）から、３６ヶ月目の定

例検針日までといたします。ただし、契約成立日が新たにガスの使用を開始する日以

前の場合は、そのガスの使用を開始する日を適用開始日とし、その日から、３６か月

目の定例検針日までといたします。 

（４）既に主契約を締結しているお客さまが、主契約の変更または割引種別の変更の申し

込みをする場合の契約期間は、（３）の適用開始日から３６か月目の定例検針日までと

いたします。 

（５）主契約を解約した場合は、当該解約の日をもって付帯契約の解約の期日といたしま

す。 

 

５．割引額等 

（１）割引額は、割引種別（別表第２）の区分に応じて定めます。 

（２）割引額に１円未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り上げた額を割引額とい

たします。 

（３）付帯契約の契約期間における早収料金は、主契約の早収料金から（１）に定める割

引額を差し引いた額といたします。 

 

６．その他 

  その他の事項については、ガス小売供給約款及び選択約款の各約款を適用いたします。 
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付  則 

１．実施の期日 

  この選択約款は、２０２２年１０月１日から実施いたします。 

 

（別表第１） 

（１）主契約として当社の定める約款は、次のとおりといたします。 

   ガス小売供給約款[地点群名 大畑団地] 

   簡易ガス選択約款[家庭用ガス暖房システム契約：地点群名 大畑団地] 

（２）その他当社が定める選択約款等に対しこの選択約款を適用する際には、その選択約

款等への記載にて規定いたします。 

 

（別表第２） 

割引種別 割引額（１月につき） 

移住者応援割引Ａ（持ち家用） 主契約のガス料金（早収料金）×０．１５ 

移住者応援割引Ｂ（賃貸住宅用） 主契約のガス料金（早収料金）×０．１０ 

 

 

 
 
 
 
 


